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附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
鳥
取
県
企
業
立
地
等
事
業
助
成
条
例
第
３
条
第
１
項
の
知
事
の
認
定
を
受
け
た
企
業
立
地
事
業
に
係
る
企
業
立
地
事
業
補
助
金
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
事
業
で
あ
っ
て
、
知
事
が
特
に

認
め
る
も
の

　
(１
)　
県
が
定
め
る
安
定
的
か

つ
持
続
可
能
な
経
済
成
長
の

実
現
の
た
め
の
計
画
に
お
い

て
県
内
で
成
長
が
見
込
ま
れ

る
産
業
分
野
と
し
て
位
置
付

け
、
戦
略
的
に
推
進
し
て
い

る
事
業
（
特
定
製
造
業
を
除

く
。
）

　
(２
)～
(４
)　
略

　
略

　
事
業
で
あ
っ
て
、
知
事
が
特
に

認
め
る
も
の

　
(１
)　
県
が
定
め
る
安
定
的
か

つ
持
続
可
能
な
経
済
成
長
の

実
現
の
た
め
の
計
画
に
お
い

て
県
内
で
成
長
が
見
込
ま
れ

る
産
業
分
野
と
し
て
位
置
付

け
た
も
の
（
戦
略
的
に
推
進

す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関

す
る
事
業

　
(２
)～
(４
)　
略

　
略

議
案
第
１
１
号

　
　
と
っ
と
り
バ
イ
オ
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

　
次
の
と
お
り
と
っ
と
り
バ
イ
オ
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）

第
96
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

　
　
平
成
25
年
９
月
11
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鳥
取
県
知
事
　
　
平
　
　
井
　
　
伸
　
　
治

　
　
　
と
っ
と
り
バ
イ
オ
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
と
っ
と
り
バ
イ
オ
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
平
成
22
年
鳥
取
県
条
例
第
46
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
、
下
線
で
示
す
よ
う
に
改
正
す
る
。

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
後

改
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　
　
　
　
　
前
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（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
前
に
と
っ
と
り
バ
イ
オ
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
３
条
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
指
定
を
受
け
た
者
が
同
条
に
規

定
す
る
業
務
を
行
う
期
間
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
指
定
管
理
者
の
管
理
の
期
間
）

第
５
条
　
指
定
管
理
者
が
第
３
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
期
間
は
、
同
条
に

規
定
す
る
知
事
の
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
４
月
１
日

（
当
該
指
定
を
受
け
た
日
が
４
月
１
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
日
）
か
ら
５

年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
指
定
に
よ
る
期
間
の
更
新
を
妨
げ
な
い
。

（
指
定
管
理
者
の
管
理
の
期
間
）

第
５
条
　
指
定
管
理
者
が
第
３
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
期
間
は
、
同
条
に

規
定
す
る
知
事
の
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
４
月
１
日

（
当
該
指
定
を
受
け
た
日
が
４
月
１
日
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
日
）
か
ら
３

年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
指
定
に
よ
る
期
間
の
更
新
を
妨
げ
な
い
。


